
議案１

協 定 書

広陵町（以下「甲」という。）と広陵町土地開発公社（以下「乙」という。）は、箸尾

準工業地域工場用地造成事業に伴う下水道整備事業（以下「本件事業」という。）につい

て、次のとおり協定書を締結する。

（目的）

第１条 甲は、乙に対し、本件事業を委託し、乙はこれを受託するものとする。

（期間）

第２条 この協定の期間は、協定締結日から令和６年３月３１日とする。

（事業の内容）

第３条 本件事業の対象は別添資料のとおりとする。

（費用負担）

第４条 乙が実施する本件事業に要する費用は、甲が負担する。

２ 前項の甲が負担する費用は、金５０，０００，０００円とする。また、詳細につい

ては、別途契約する受委託契約書で定めるものとする。

３ 前２項に示す費用に変更が生じた場合、乙は受託費変更通知書により甲へ通知する。

（検査）

第５条 事業が完了したとき、乙は関係書類を甲に提示し、甲、乙立会いのもとに完了

検査を行い、双方確認した精算書に基づき速やかに精算するものとする。

（財産の帰属及び管理）

第６条 工事完了後の財産は、甲に帰属し、維持管理についても、甲が行うものとする。

（協定書の変更）

第７条 甲又は乙はやむ得ない事情により本協定書の内容を変更する必要が生じたとき

は、甲、乙協議の上変更するものとする。



（その他）

第８条 本協定書に定めのない事項、又はこの協定書に疑義が生じたときは、甲、乙協

議の上決定するものとする。

本協定の締結を証するため、本書２通を作成して、甲、乙が記名押印の上、それぞれ

１通を保有する。
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